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子育てひろばのご案内子育てひろばのご案内
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幼児食・離乳食教室のご案内幼児食・離乳食教室のご案内
栄養士さんに話を聞きながら、簡単にできるおすすめメニューの調理と試食をしてみませんか？

調理中、お子さんは別室でお預かりします。詳しくは子育て支援センターまでお問合わせください。

介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院）に入所した場合や、ショートステイ
（短期入所生活介護・短期入所療養介護）を利用した際の費用として、施設サービス費の自己負担分（１～
３割）の他に、居住費・食費・日常生活費は利用者の自己負担となっています。しかし、低所得等の理由
により自己負担が困難と認められる方には、その方の世帯の所得に応じて自己負担限度額が設けられてお
り、居住費と食費の負担が軽減されます。
認定を受け自己負担限度額の適用を受けるためには、役場福祉介護課まで申請が必要です。

介
険
護

保■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３

介護保険施設の居住費と食費の
自己負担額の軽減について

介護保険施設の居住費と食費の
自己負担額の軽減について

自己負担限度額（１日あたり）

【令和７年８月からの変更点】
※１８０万円から８０．９万円に変更されます。
※２ 一部の介護老人保健施設および介護医療院の多床室の居住費の基準額が６９７円に変更されます。

※（ ）内の金額は介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※年金収入額には、課税年金だけではなく、非課税年金（遺族年金・障害年金等）も含みます。
※世帯分離している配偶者の課税状況と資産も判断材料となります。
※第２号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、以下の場合対象となります。
・預貯金等の資産が、単身１，０００万円以下、夫婦２，０００万円以下。

生活保護受給者等
３００円 ３００円
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８０万円（※１）以下

３９０円 ６００円

前年の合計所得金額＋
年金収入額が
８０万円（※１）超
１２０万円以下
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老齢福祉年金受給者

要件なし

単身１，０００万円以下
夫婦２，０００万円以下

単身　６５０万円以下
夫婦１，６５０万円以下

単身　５５０万円以下
夫婦１，５５０万円以下

食費居住費（滞在費）

１１

２２

施設 ショート
ステイ

５５０円）
（３８０円）

５５０円）
（４８０円）

１，３７０円）
（８８０円）

従来型
個室

５５０円

５５０円

１，３７０円

ユニット型
個室的多床室

８８０円

８８０円

１，３７０円

ユニット型
個室

段階

３－①３－①

所得の状況 預貯金等の
資産の状況

０円

４３０円

４３０円

前年の合計所得金額＋
年金収入額が
１２０万円超

１，３６０円 １，３００円単身　５００万円以下
夫婦１，５００万円以下

１，３７０円）
（８８０円）１，３７０円１，３７０円３－②３－② ４３０円

基準額（国が示した標準的な金額） １，４４５円 １，４４５円１，７２８円）
（１，２３１円）１，７２８円２，０６６円４４ ４３７円）

（９１５円）

多床室

（※２）

介護保険負担限度額認定証の有効期限は令和７年７月３１日までです。
現在認定を受けている方を対象に、６月中旬に申請書を送付します。
引き続き制度を利用するには、改めて申請が必要です。お忘れなく早めのお手続きをお願いします。

現在認定を受けている方は、再度申請が必要です


